
全Ｌ協保安２８第２号 

平成２８年４月１８日 

正  会  員  各 位  

 

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

 

「液石法及び関係政省令の運用及び解釈について」及び「高圧ガスの製造許

可申請等に係る添付書類について」の一部改正について   （お願い） 

 

標記につきまして、平成２８年２月２９日付け全Ｌ協保安２７第７１号によ

り意見募集のお知らせをしたところです。 

この度、経産省より別添のとおり標記に係る省令の運用及び解釈と規程が一

部改正され、本年３月３０日より施行する旨の通知とともに周知依頼がありま

した。 

本件は、（１）バルクローリに係る許可申請における添付書類の省略について

及び（２）高圧ガスの製造許可申請等における添付書類の省略についての２つ

です。 

（１）については、バルクローリを一般消費者等及び工業用に充填する場合

は液石法の「充填設備」及び高圧法の「移動式製造設備」の両法の許可が必要

となりますが、その場合に重複する添付書類の省略を可能とするものです。 

（２）については、高圧法における高圧ガスの製造許可申請等において重複

する添付書類の省略を可能とするものです。 

つきましては、都道府県協会におかれましては、会員に対し、また、直接会

員におかれましては、関係者に対し、別添の内容につきましてご周知方よろし

くお願いいたします。 

 

以 上 

 

発信手段：Ｅメール 

保安部：渡辺、片岡 
























